
総務委員長報告 

                 令和７年２月定例会 

 

総務委員長報告をいたします。 

総務委員会に付託されました議案の審査結果等について報告いたします。 

 

 本委員会に付託されました議案は、「島根県吏員恩給条例の一部を改正する条例」

など条例案１１件、「包括外部監査契約の締結について」など一般事件案２件、「令

和７年度島根県一般会計予算」など予算案９件であります。 

 

 これらの議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、いず

れの議案も全会一致をもって、原案どおり可決すべきとの審査結果でありました。 

 

 次に、議案の審査過程における執行部からの説明、委員からの質疑、意見等のうち

主なものについて報告いたします。 

第３号議案「令和７年度島根県一般会計予算」のうち、政策企画局所管分について

であります。「女性活躍の推進事業」について、委員から、女性が活躍しやすい環境

づくりは大切であり、施策を積極的に進めていく必要があるが、一方で中小企業にお

いては、就業規則や労務管理が整っていない企業も多く、新しい制度を導入すること

が難しい現状がある。商工労働部などと連携し、企業の実情を良く理解し、適切な支

援を行えるようにしてほしいとの意見がありました。これに対し執行部からは、経営

者や管理職の意識改革のためのイクボスセミナーの開催や、一般事業主行動計画の

策定支援事業におけるアドバイザー派遣などを行い、企業の取組の基礎となる部分

の支援を行うなど、引き続き関係部局とも連携を図りながら、適切な支援を進めてい

きたいとの回答がありました。 

次に、総務部所管の「私立学校就学支援事業」について、委員から、私立高校の授

業料が無償化となった場合の助成額の見込みや、公立高校の入学者減少の懸念など、

今後の私立・公立高校のあり方についての質問があり、執行部からは、授業料無償化

の影響による助成額は令和７年度当初予算ベースで約７，６００万円増加すると見

込んでいる。また、無償化による県内への影響はまだ不明だが、私立高校と公立高校

の入学定員について毎年協議をする場を設けており、しっかりと状況を把握し検討

していきたいとの回答がありました。 

次に、教育委員会所管の「不登校対策推進事業」について、委員から、市町村が設

置する教育支援センターへの支援の拡充内容について質問があり、執行部からは、現

在１０市町に設置されているが、設置されていない９つの町村では、独自の取組とし



てアウトリーチ支援や公的施設を活用した活動を行っている。これらの独自の取組

に対して支援を行うことで、教育支援センターの設置がない地域でも子どもたちへ

の支援を強化していく考えであるとの回答がありました。 

また、別の委員から、不登校増加などの社会現象がなぜ起こるのか、その根本的な

原因を究明し、島根県が目指す教育の理想像を明確にする必要があるとの意見があ

りました。これに対し執行部からは、少子化や共働き世帯の増加などにより昔と比べ

て子どもたちが様々な年齢層の人と触れ合う機会が減り、社会的な常識や共通項を

学ぶ機会が減っていると感じている。幼児教育の段階から、学校と幼児教育施設が連

携し、子どもたちに必要な力を育むとともに、家庭教育支援を通して、親も子育てに

関する情報や経験を共有できるような体制づくりに取り組んでいる。島根県の強み

である、人と人との繋がりによる教育を、関係者とともに進めていきたいとの回答が

ありました。 

次に、警察本部所管の「安全安心サポート事業」について、委員から、特殊詐欺の

被害が相当数出ているため、予算をしっかり投入し、様々な予防策や取り締まりに対

応してもらいたいとの意見があり、執行部からは、特殊詐欺は深刻な治安上の課題で

あり、対策強化のため、令和７年度当初予算において前年度比で増額しているところ

である。引き続き効果的な対策を検討しながら、しっかりと対応していきたいとの回

答がありました。 

 

次に請願の審査結果について報告いたします。 

このたび新規に提出された請願第２０号は、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた

民法等の法令改正について、国会審議を進めるよう国に意見書提出を求めるもので

あります。委員から、１９９６年の民法改正で期待された夫婦別姓制度は実現せ

ず、多くの人が事実婚を選択している。仕事での通称名使用は可能だが、クレジッ

トカードや海外渡航など、実生活で戸籍上の氏名との食い違いが生じ、不便が生じ

ている。個人の選択を尊重し、多様なライフスタイルに対応できるよう、夫婦別姓

制度の導入を求めていきたいと考えるため、この請願を採択すべきとの意見があり

ました。 

また、別の委員からは、選択的夫婦別姓制度導入については、賛否両論があるこ

とも事実であり、様々なアンケート結果からも多様な意見が出ており、国民全体に

とって本当に良い制度なのか、十分な議論が必要だと考えている。慎重に議論を進

めるべきであり、国会の状況を注視していく必要があるとの理由から、継続審査と

すべきとの意見がありました。挙手採決の結果、賛成多数により「継続審査」とす

べきとの審査結果でありました。 

また、同じく新規の請願第２１号は、島根県議会において平成２５年６月２６日

付で決議された「日本軍「慰安婦」問題への誠実な対応を求める請願」とこれを基



にして政府に出された意見書の撤回もしくは無効とする決議を求めるものでありま

す。この慰安婦をめぐる一連の問題については、令和５年９月定例会において、政

府の方で改めて見解を示していただくことが適当であるとし、国に新たな意見書を

提出するなど、県議会としての考え方について一定の整理を行ったところであり、

現時点において、この考え方を変更する状況にはないと考えるとの理由から、全会

一致をもって「不採択」とすべきとの審査結果でありました。 

 なお、継続審査中の請願については、結論に至る状況にないことから、引き続き「継

続審査」とすべきとの審査結果でありました。 

 

 次に、報告事項など所管事項調査における質疑、意見等のうち主なものについて申

し上げます。 

教育委員会所管事項について、委員から、このたび「島根県教育大綱（案）」をは

じめ多くの計画やビジョンが示されたが、これらの計画を現場でどのように実践し

ていくのか。教員は、個々の学校で目標を共有し目指すべき生徒像について話し合う

時間が必要だと考えるが、現状ではそのような時間確保が難しいのではないか。教員

が計画を理解し、実践できるよう、教育委員会が一緒になって取り組んでいく必要が

あるとの意見がありました。これに対し執行部からは、これらの計画やビジョンを学

校現場に浸透させるためには、管理職がビジョンを理解し、それぞれの学校の状況に

合わせて重点課題を明確化し、校内や地域に情報を発信していく責任を持つことが

必要だと考えている。まずは管理職にしっかりと計画の主旨や考え方について説明

し、学校現場に浸透していくよう取り組んでいくとの回答がありました。 

 

 以上、総務委員会における審査の概要等を申し述べ、委員長報告といたします。 

 


